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公  示 
本競技会は一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ)承認のもとに国際スポーツ憲章・FIM競技規則に基づいた、2025年

MFJ国内競技規則ならびに Ninja Team Green Cup2025 車両規則及び参加規則、本競技会大会特別規則に基づいて開催され

る。 

 

第 1条 競技会の名称 
Ninja Team Green Cup 2025 in Motegi 

 

第 2条 主催者 
    ホンダモビリティランド株式会社 モビリティリゾートもてぎ 

    〒321-3597  栃木県芳賀郡茂木町桧山 120-1 

    TEL: 0285-64-0200 / FAX: 0285-64-0209 

    https://www.mr-motegi.jp/ 

     

第 3条 開催場所 
モビリティリゾートもてぎ レーシングコース 

〒321-3597  栃木県芳賀郡茂木町桧山 120-1 TEL 0285-64-0200 

フルコース：4.8013km 

 

第 4条 大会組織委員会 
大会組織委員会については、大会公式プログラムにて公示する。 

 

第 5条 大会審査委員会 
    大会審査委員会については、大会公式プログラムにて公示する。 

 

第 6条 大会競技役員 
    競技役員については、大会公式プログラムにて公示する。 

 

第 7条 参加者資格および指名登録 
 7-1  ライダー 
  2025 年度に有効な MFJ競技ライセンス(国内、フレッシュマン)所持者。 
 7-2  ピットクルー 
  1 名もしくは 2 名を登録しなければならない。ライダーを登録することはできない。 

  一旦登録されたピットクルーは、選手受付時に変更することは可能とするが、申請人数より追加することはできない。 

 

第 8条 開催日程・開催クラス・公式予選・レース周回数 
 8-1 開催日程：2025 年 11 月 15日（土） 

 8-2 開催クラス：クラス 1・クラス 2・レディースクラス 

 8-3 公式予選：15 分間 

 8-4 レース周回数：7 周 
   
 

第 9条 参加申込先・申込期間・決済期限 
 9-1 参加申込先 

〒321-3597  栃木県芳賀郡茂木町桧山 120-1 

  モビリティリゾートもてぎ Ninja Team Green Cup 事務局 

  TEL：0285-64-0200 / FAX：0285-64-0209 

  「2025 Moto フェスティバル」専用ページ 

  (http://apps.mobilityland.co.jp/info/download/inWxtx)内の参加申込(エントリー)よりWEB 申込 

 9-2  参加申込は、モタスポ.net より必要事項を入力の上、参加料決済を行い、申込締切日までに申込を完了しなければ 

  ならない。 

 申込 URL：https://www.ms-event.net/mrmweb/    申込 QR コード▶ 

 

https://www.ms-event.net/mrmweb/
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9-3  申込期間：2025 年 9月 29 日（月）0 時 00 分 ～ 10月 18 日（土）23 時 59分 

           

     9-4  書面・電話・FAX による申込は受け付けない。 

9-5  18 歳未満のライダーは参加申込書の誓約書(承諾書)に保護者の署名と実印の捺印とその印鑑証明書(3 ヶ月以内に 

  取得したもの)を必要とする。上記の書類を選手受付までに完全に提示できない者はいかなる理由があろうと競技に参加 

  することはできない。 

 9-6 参加を拒否された申込者には、返金手数料 2,200 円(税込)を差し引いた金額が返金される。 

 9-7 参加申込後、参加を取り消す申込者に参加料は返金されない。 

         参加受理される前であれば、事務手数料 2,200 円(税込)を差し引いた金額が返金される。 

 

第 10条 参加定員 
 10-1 クラス 1、クラス 2、レディースクラス合わせて、定員は 40 台とする。 

 10-2 申込の順番は、申込時間の早い順番に決定される。 

 

第 11条 参加料 
    1 台 28,000 円（税込） 

 

第 12条 料金規定 
項目 料金(税込) 備考 

トランスポンダー補償料 55,000 円 破損・紛失した場合に支払うものとする。 

車両変更手数料(1 台) 

※エントリー終了から公式車検 

終了まで 

5,500 円 

MFJ国内競技規則に準ずる。 

※登録された車両の変更は、原則として認めら

れない。変更する必要が生じた場合は、所定

の書式に従って車両の変更申請を行い、競技

監督がこれを認めた場合に限り、車両の変更が

認められる。 

 

第 13条 もてぎ・鈴鹿共済会(以下ＭＳ共済会) 
 13-1 モビリティリゾートもてぎにおいてスポーツ走行および競技に参加出場するライダーおよびピットクルーは、MS 共済会に加入しなけ 

ればならない。 

13-2  MS 共済会は年間加入または暫定加入とする。 

① 年間加入は MCoM会員もしくは SMSC会員として登録され所定の共済会費を納めた者のみとする｡ 

 〈走行会員／10,000 円・ピットクルー／4,000 円〉 

② 暫定加入は当該大会（特別スポーツ走行、予選、決勝）のみ有効とする。 

 〈ライダー／7,000 円・ピットクルー／500 円〉 

第 14条 クレデンシャル（身分証）と通行証 
 14-1  参加申込が正式に受理された参加者には、登録されたライダー・ピットクルーのクレデンシャルが郵送され、特別スポーツ 

    走行日当日より 11 月 15 日(土)のスケジュール終了まで有効となる。 

 14-2   参加者の移動用車両は、大会事務局が交付する通行証を提示していなければ、パドックへの通行ができない。 

     また、駐車中も通行証を車の前方から見える位置に提示すること。通行証を確認できない場合は、予告無しでレッカー等 

     にて移動する場合がある。 

 14-3 パドックおよびモビリティリゾートもてぎ内における通行、駐車、行動の指示は公式通知と案内標識に従わなければならない。 

   駐車場所以外に車両を駐車した場合は、レッカー等にて移動し、参加者に罰則を科す場合がある。 

 14-4 パドック駐車枠における車両以外の物による場所取り行為は禁止する。車両以外の物が置かれている場合は、主催者により 

   撤去される場合がある。 

 14-5   交付されるクレデンシャルや通行証は他に貸与・転用してはならない。 

    貸与・転用した場合、また複製等不正使用した 場合は、１件につき罰金 11,000 円(税込)が科せられる。 

 14-6  クレデンシャル、通行証を紛失又は破損した場合、大会事務局に手続きを取り、再交付を受けること。 

    ただし、1 件に付き再交付手数料 2,200 円(税込)を必要とする。 

 

 

 

 



3 

 

第 15条 ピット・パドックの使用 
15-1  大会期間中のピット・パドック内整備エリアは、大会事務局によって割り当てられる。 
15-2  大会期間中、割り当てられたピット・パドック内整備エリアは変更することができない。ただし、参加者相互で交換・変更する 

時は、互いに了承しあった上で大会事務局に申請し、やむを得ない事由と認められた場合は変更できる場合がある。 

大会事務局の許可なく変更した場合は罰則を科す場合がある。 

15-3  ピット使用の場合、公式予選・決勝レースを問わずコース側のピットのシャッターは開けておくこと。 

15-4  ピット使用の場合、ピット内で火気は絶対に取り扱わないこと。違反者には罰則を科す場合がある。 

また使用後は清掃すること。 

15-5  燃料取り扱いについてはチームの責任において十分注意すること。 

15-6  パドック内における移動時は、歩行者を優先とし、充分に安全に配慮すること。 

 

第 16条 参加受付 
  16-1   参加受付時に下記の書類を提示もしくは提出しなければならない。 

① 参加受理書 

② MCoM/SMSC ライセンス(所持者のみ) 

③ ライダーのMFJ ライセンス 

④ 車両仕様書 

⑤ MS 共済会暫定加入申込書(SMSC/MCoM非会員のみ) 

⑥ その他、主催者が指示する書類 

 16-2  登録したピットクルーの変更には、1,100 円(税込)の変更料が必要となる。 

 

第 17条 参加競技車両 
17-1Kawasaki Ninja ZX-25R / ZX-25R SE 2021 年以降の日本国内仕様の市販車 

および Ninja Team Green Cup2025 車両規則及び参加規則の車両規則によるものとする。 

 

 

第 18条 自動計測装置(トランスポンダー) 
 18-1 参加者は主催者が用意する公式計時結果用トランスポンダー、または MYLAPS 製マイポンダーを公式車検時 

   までに装着し、公式予選、決勝レースを通じて装着していなければならない。 

 18-2 参加者は、使用するマイポンダーが走行中常に計測できる状態に機能させる責任を負う。マイポンダーに不具合が 

   生じた場合、主催者の用意する公式計時結果用トランスポンダーを取り付けなければ参加が認められない。 

 18-3 マイポンダーは他の参加者と共有することはできない。 

 18-4 貸出用トランスポンダーの返却は、レース終了後 1 時間以内とする (予選不通過競技車両は当該予選結果 

   発表後 1 時間以内とする)。 万一破損・紛失した場合、1 個につき 55,000 円(税込)が主催者より請求される。 

 18-5 取り付け方法および場所について 

     ① トランスポンダー、ホルダーは指定の場所に結束バンド等で確実に固定すること。 

     ② 下図に示す取り付け位置、方向を厳守すること。取り付け場所は路面から 60cm以内の高さで、熱や振動の 

       受けにくい位置とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路面から 60cm以内の 

高さに取り付けてください 
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第 19条 公式車両検査・ライダーの装備 
19-1 参加競技車両の公式車検は公式通知に示された時間並びに場所にて行う。 

19-2 参加者は車検場に受付完了印のある車両仕様書を持参し、アンダーカウルを外した状態で車両を持ち込み、 

 外したアンダーカウルも持参しなければならない。 

19-3 ライダーが競技中に着用しなければならないものとして車検の際、車検員によって検査を受けるものは次の通りである。 

① ヘルメット 

 MFJ国内競技規則 付則 4 ロードレース競技規則 10-1 に基づく。 

② ヘルメットリムーバー 

 MFJ国内競技規則 付則 4 ロードレース競技規則 10-1-5 に基づく。 

③ レーシングスーツ 

 MFJ国内競技規則 付則 4 ロードレース競技規則 10-2-1 に基づく。 

④ 脊柱プロテクション 

 MFJ国内競技規則 付則 4 ロードレース競技規則 10-2-1-8 に基づく。 

⑤ チェストガード 

 MFJ国内競技規則 付則 4 ロードレース競技規則 10-2-1-9 に基づく。 

⑥ グローブ 

 MFJ国内競技規則 付則 4 ロードレース競技規則 10-2-2 に基づく。 

⑦ ブーツ 

 MFJ国内競技規則 付則 4 ロードレース競技規則 10-2-3 に基づく。 

⑧ エアバッグ機能付きウェア 

MFJ国内競技規則 付則 4 ロードレース競技規則 10-2-1-7 に基づく。 

 各競技会開催時に 55 歳以上と満 22 歳以下の参加者は、エアバッグ機能付きウェアの装着を義務とする。 

  その他の参加者についても、エアバッグ機能付きウェアの使用を強く推奨する。 

⑨ マウスガード(マウスピース) 

 MFJ国内競技規則 付則 4 ロードレース競技規則 10-2-5 に基づく。 

 口の怪我防止のために、カスタムメイドのマウスガードの装着が推奨される。 

 19-4  ヘルメットおよび装備品は、公式予選、決勝レースを通じて公式車検に合格したものを使用しなければならない。 

  また公式車検以前の走行においても、公認された適切なものを使用すること。公式車検には複数の装備品を持ち込み、

  確認を得ることができる。 

 19-5  車検長は必要と判断した場合、競技監督の承認を得て、公式車検の時間外であっても随時、参加者に車両検査を行う 

  権限を持ち、この検査に応じない参加者に対して罰則が科せられる。 

 19-6  車両検査に合格した車両であっても、レース後の再車検に合格することを保証するものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

第 20条 ピットレーン （ピットアウトおよびピットイン） 
20-1 大会期間中ピットレーンの速度制限は 60km/h以下とする。違反した場合は罰則が科せられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

20-2 ピットレーン先端シグナルライトについて、大会期間中を通じて｢レッドライト｣が点灯しているときは、コースインしてはならず、 

 ｢グリーンライト｣が点灯していれば、コースインすることが出来る。「ブルーライト」の点滅の場合は、すでにコース上を走行して 

いる車両があるので注意してコースインする事。 

20-3 ピットアウト（コースイン）について 

 ピット出口から第 1 コーナーにかけて引かれているライン(白線)は以下の通り運用を行う。 

① ピットレーンよりトラックに合流する競技車両は、白線を越えて走行してはならない。 

② このラインはトラック上を走行中の競技車両を制限するものではない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-4 ピットアウトしようとする競技車両は、ピットレーンにおいては、先にピット走行レーンを走行している競技車両に優先権が 

 あることを承知していなければならない。 

20-5 ピットアウトするライダーは、第 2 コーナーを通過するまでコース右端に沿って走行すること。ピットアウトは各自の責任において 

 行わなければならず、走行車両との合流に対し最大限の注意を払い、後方から近づく車両の走行を妨げないように行うこと。 

20-6 ピットインはピットイン専用路を使用しなければならない。 

 西ショートカットおよび、東ショートカットその他のショートカットを使用してのピットインは禁止する。 

  

コンクリートウォール先端白線 

ピットレーン出口 ピットレーン入口 

タイヤバリア間白線 
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20-7 ピットボックス前の部分（ピットレーン）は次の 3 つに区分される。 

1.  ピット走行レーン 

    シグナリング・プラットホーム（ホワイトライン①）とホワイトライン②の間の部分。ピットインおよびピットアウト専用の区域 

2.  補助レーン 

    ホワイトライン②とグレー目地の間の部分。ピット走行レーンからピット作業エリアへ移動する時(あるいはその逆)に 

    通過する区域。 

3.  ピット作業エリア 

      グレー目地とピットボックス前側溝（ピットレーン側）までの部分。ピット作業のための部分であり 

車両停車を行う区域。決勝レース中の燃料補給は認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-8 ピットインする車両は、速度制限以内でピット走行レーンを走行し、自己のピットにできるだけ近い位置の補助 レーンから 

 ピット作業エリアに入り、できるだけ自己のピットに近づけて停車させること。 
20-9 ピットインした車両、および当該車両のライダーやピットクルーはピットインしてくる他の車両、あるいはピットアウトしていく他の 

 車両の通過を妨害してはならない。 

20-10 ピットインの際、自己のピット前を通り越して停車した車両は、エンジンを停止させたのち、オフィシャルの承認を得て当該車両の 

 ライダーおよびピットクルーによって後向きに押し戻し、自己のピットにつけることができる。 

 

第 21条 走行中の遵守事項 
21-1 走行中の以下のケースにおいて罰則を科す場合がある。 

 例：コーナーオーバーラン等、コース外を走行し、復帰の際、当該ライダーが有利となるショートカットなど。 

① コーナーオーバーランまたは転倒後は、安全確認を行った後にコース復帰すること。 

② ①の違反により当該ライダーに優位性が発生したり、後方の安全確認を怠ったりした場合、以下の罰則を科す 

 場合がある。 

 公式予選中 ： 当該ラップタイムの抹消 
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 決勝レース中 ： タイム加算 

21-2 大会の特別スポーツ走行および公式予選セッション中、決勝レースにおけるサイティングラップ中において、スタート練習を実施 

 することが出来る。これ以外のスタート練習は一切禁止とする。スタート練習を行う指定場所は、ピット出口のみとする。 

コースインする車両を優先とし、必ず後方から来ていないことを目視で安全確認を行いスタートすること。 

ピット出口シグナルがレッドライトの場合には、スタート練習は出来ない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-3 スロー走行車は後方の安全を充分に確認し、合図をしながら基本的にはコース右端を走行する。また、著しくスピードが 

 落ちている場合はすみやかにコースアウトして安全な場所にマシンを止めなければならない。 

21-4 オイル漏れ等による車両トラブルによりオレンジボール旗提示を受けた車両は、速やかに安全な場所に停止しなければ 

 ならない｡ 

21-5 フラッグポストについて 

 下図の通りにフラッグポストを設定する。コースイン 1 周目の際に必ず位置を確認すること。 

フルコース ：0~14 ポスト 計 21 箇所 

 

 

 

 

第 22条 公式予選 
22-1 予選方法は、MFJ国内競技規則付則 4 16 公式予選のとおりとする。 
22-2 公式予選の義務周回数は定めないが、少なくとも 1 周はラップタイムが計測されなければならない。 
22-3 予選終了の合図としてチェッカーフラッグが振られる。チェッカーを受けた車両は第 1 コーナーを過ぎてからペースダウンをし 

コースを 1 周した後、ピットまたは待機場所に戻らなければならない。 

22-4   予選・決勝レース出走可能台数は以下のとおりとする。 

フルコース 

予選 決勝 

40 台 40 台 
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22-5 決勝レースへの出走嘆願書提出は、暫定予選結果発表後 30 分以内とする。 

22-6 大会審査委員会による正式グリッド発表後は、一切の繰上げ出場は認められない。 

22-7 公式予選において走行中のライダーは、常にタイム計測が行われる。 

22-8 予選方法は正式に登録されたライダーのタイム計測を行い、記録された最高ラップタイム順によって決勝レースのグリッドが 

 決められる。 

22-9 タイム計測で、同一タイムを複数のライダーが記録した場合は、最初にそのタイムを記録したライダーが優先され 

順位が決定される。 

 

 

第 23条 スタート前チェック 
23-1 タイムスケジュールに従って、決勝レース出場者は、指定された場所にて必ずスタート前チェックを受けなければならない。 

  23-2  スタート前チェックは時間厳守。タイムテーブル、スタート進行表を確認し、時間内に完了すること。スタート前チェックを 

    完了していない場合、決勝レースへの出走は認めないものとする。 

 

第 24条 スタート 
24-1 スターティンググリッド 

① 最前列は 3 台とし、以下各列同数で配列される。 

② ポールポジションは左側とする。 

③ 階段状グリッドを使用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  24-2 決勝レースのスタート方法はクラッチスタートとする。 

  24-3  スタート合図はレッドランプ消灯もしくは日章旗によって行われる。 

  24-4  スタート進行について、以下のとおりとする。 

～１）サイティングラップ開始：サイティングラップ開始から２分後、ピットレーン出口が閉鎖される。 

サイティングラップを 1 周してスターティンググリッドにつく。 

エンジン STOP ボード提示後、全車エンジンを停止する。 

サイティングラップに出走できなかったライダーは手押しでグリッドに移動できる。 

ウォームアップラップ開始３分前：グリッド前方で 3 分前が表示される。 

すべての調整および作業は『３分前』のボードが出るまでに完了しなければならない。 

タイヤウォーマー使用の場合は、すみやかに取り外さなくてはならない。 

ピットレーンからグリッドへの移動は禁止とする。 

押し駆け補助のメカニック２名と傘持ち１名以外はグリッド上より退去する。 

以降、グリッド上でのすべての作業は禁止とする。 

ウォームアップラップ開始１分前：グリッド前方で１分前が表示される。 

エンジンを始動する。 

メカニックは速やかにグリッド上より退去する。 

ウォームアップラップ開始３０秒前：グリッド前方で 30 秒前が表示される。 

ここまでにメカニックはグリッド上から退去する。 

エンジンが始動できない車両は速やかにピット作業エリアに移動する。 

 

ウォームアップラップ開始：スタートオフィシャルの振動提示するグリーンフラッグの指示で、１列目より順次スタートする。 

   その際、前方を十分注意して追突事故等が無いようにすること。 

また、エンジンストール等でスタートできない場合は、後続車両にアピールすること。 
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コースを１周して各自のグリッドに戻ってきたらグリッドの白線にフロントタイヤ先端をあわせ停車する。 

※ピットレーンからウォームアップラップを開始する場合、ピットレーン出口は 10 秒間開放となる為、 

 この間にスタートすること。 

※ウォームアップラップ１周後、グリッドにてトラブル等があったら必ず競技役員に合図をすること。 

決勝レーススタート：シグナルライトのレッドライトが点灯され、その2～5秒後にレッドライトが消灯された時点で 

    スタートとなる。 

    ただし、天候を含む大会開催状況により省略・変更される場合がある。省略・変更の際は公式通知・ライダーズ 

    ブリーフィング・場内放送等で案内される。 

           スタート進行の詳細は公式通知またはライダーズブリーフィングにて通達される。 

      24-5    スタート時トラブルが発生した場合以下の処置がとられる。  

スタート時の安全性を脅かすようなトラブルが発生した場合、スタートディレイドとする。その際は、赤旗振動表示と 

「スタートディレイド」のボードがスタートラインのメインフラッグ台にて掲示される。エンジンを停止させなくてもよい。 

MFJ国内競技規則付則 4 18 スタート方式に則り、スタート手順の再開が進行される。  

~1) 速やかなスタート手順の再開が難しいと判断された場合、フラッグ台で「ENGINE STOP」ボード  

を提示する。ボード提示以降、メカニックはグリッドへの立ち入りが認められ、すべての ライダーはマシンのエンジンを 

停止させ、 ピット前作業エリアに戻される。その際、ピットボックス内の作業も認める。 

再スタート手順は、クイック・リスタートとする。 

~2) グリッド上以外に問題なくすぐに再開できると判断した場合 

    スタート手順は「ウォームアップラップ開始 30 秒前」ボード提示からの再開になる。追加のウォームアップラップを 1 周 

行い、レースは 1 周減算となる。 

  スタートディレイドの原因となったライダーはピットレーンまたはコースサイドの安全な場所に速やかに移動させられる。 

   もし再スタートできる時には、ピットレーンからウォームアップラップを開始し、レースもピットスタートとする。 

  24-6     スタートにおける反則は、ライドスルーペナルティーもしくはタイム加算とする。 

 

第 25条 赤旗時について 
  25-1 決勝時に赤旗を提示する場合、MFJ国内競技規則 付則 4 24-1 に準ずる。 

  25-2 赤旗後の再スタートについては、MFJ国内競技規則 付則 4 25-1-8 クイックリスタートが適用される。 

  25-3 再開後のレース周回数はピットモニター、放送等で発表される。 

  25-4 再開されたレースが再び赤旗になった場合、そのスケジュールを変更する場合がある。 

   

 

第 26条 チェッカーフラッグ提示位置・フィニッシュラインについて 
    26-1 チェッカーフラッグは、下記図①に示す位置で表示される。 

    26-2 モビリティリゾートもてぎ ロードコースにおけるコントロールライン／フィニッシュラインは、下記図②に示す基準線とする。 

図①                                 図② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 27条 レース終了 
  27-1 トップが定められた周回数を終了した時点でトップ走者にチェッカーフラッグが振られる。 

  27-2 レースの終了は、チェッカーフラッグによりトップ走者がゴールしたのち４分を経過した時である。 

コントロールラインのフラッグ台 
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  27-3 同着と判定された場合は、レース中のベストラップタイムによって順位を決定する。 

  27-4 赤旗提示によるレース終了の場合の順位 

   MFJ国内競技規則 付則 4 28-3 に準ずる。 

 

第 28条 順位認定 
   レース結果にて順位を得るためには、以下の項目をそれぞれ満たさなければならない。 

  28-1 優勝者がフィニッシュした後、前条の終了時間以内に、フィニッシュラインを通過しなければならない。 

  28-2 ピットレーンではなくコース上のフィニッシュラインで、チェッカーを受けた完走者の中から周回数の多い順に決定される。 

   同周回数の場合はフィニッシュラインの通過順位による。 

  28-3 チェッカーを受けなかった完走者を周回数の多い順に決定する。同周回数の場合はフィニッシュラインの通過順位による。 

 

第 29条 参加者の遵守事項 
 29-1 何らかの理由で競技に参加できなくなった時は、その理由も合わせてリタイア届を提出すること。 

 29-2 全ての参加者は競技会期間中、競技役員の指示に従わなければならない。 

 29-3 許可された場所以外での喫煙は厳禁とする。 

 29-4 ピットレーンおよびサインエリアに立ち入る場合、かかとが完全に覆われていない履物の使用を禁止とする。一部でも肌が 

露出している履物は使用できず、使用できるものは運動靴や安全靴などの履物に限定される。 

   また、競技役員が上記履物以外に危険と判断した場合は指導する。 

 29-5 参加者は主催者や大会後援者、大会審査委員会および他参加者の名誉を傷つけるような言動をしてはならない。 

 29-6 参加代表者は自身の行動はもちろん、自チームのライダー、ピット要員、ゲストなど全員の行動について責任を持たなければ 

   ならない。 

 29-7 全ての参加者はスポーツマンシップに則り行動しなければならない。 

 29-8 大会事務局の許可なく、ピットの占有、パドックの場所取り(ガムテープ、タイヤ、ロープ等)をしてはならない。 

 29-9 競技会期間中ならびにスポーツ走行において、産業廃棄物(タイヤ、バッテリー、カウル等)の不法投棄は禁止する。 

  違反した場合は、当該チーム・ライダーに対して罰則を科す場合がある。 

 29-10 不必要なエンジンの空吹かし、急発進、ブレーキテストなどを含む暴走行為を行ってはならない。 

 29-11 参加するライダーは、公式通知にて指定されたブリーフィングに必ず参加しなければならな 

い。事前に連絡無く欠席した場合、一切の走行が認められない。 

 29-12 これら参加者の違反に対する罰則は、最終的にライダーへ科せられる場合がある。 

 

第 30条 負傷時の医務室受診義務 
 事故により負傷した際は、必ずモビリティリゾートもてぎ内メディカルセンターにて診断を受けなければならない。受診していない

 場合、もてぎ・鈴鹿共済会の適用から除外される場合がある。 

 

第 31条 賞典 
     〈正賞〉  各クラス 1～3 位 トロフィー 

     〈特別賞〉 各クラス優勝者：DUNLOP賞 GPR-300 前後１セット 

ELF賞 Vent Vert 10W50冴強 3L 

 

各クラス 2 位入賞者：ELF賞 Vent Vert 10W50 冴強 2L 

各クラス 3 位入賞者：ELF賞 Vent Vert 10W50 冴強 1L 

 

〈参加賞〉  ELF賞 Vent Vert 10W50 冴強 1L 

Kawasaki 賞 部品用品クーポン 1 万円分 他 

 

第 32条 主催者の権限 
     主催者は次の権限を有するものとする。 

 32-1   参加申込の受付に際してその理由を示すことなく参加者、ライダー、ピットクルーを選択あるいは参加を拒否することが 

     できる。 

 32-2   チーム名が公序良俗に反する場合、公式プログラム・結果表への記載の拒否または変更を命じることができる。 

 32-3   競技監督および医師団長が必要と認めた場合、ライダーに対し、指定医師による健康診断書の提出を求め、健康上の 

     理由により競技出場の可否を最終的に決定することができる。 

 32-4   ゼッケンナンバー、ピット、パドックの割り当て等にあたり、各参加者の優先順位を決定することができる。 



11 

 

 32-5   止むを得ない理由により、公式プログラムの印刷に間に合わなかったライダーの登録または変更について許可することができる。 

 32-6   すべての参加者、ライダー、ピットクルーの肖像権およびその参加車両の音声、写真、映像など、報道、放送、放映、出版に 

     関する権限を有し、この権限を第三者が使用することを許可することができる。 

 32-7   公序良俗に反する言動がある参加者に対しては、選手受付後であっても参加を拒否することできる。 

 32-8   保安上または不可抗力による特別の事情が生じた場合、大会審査委員会の了承を得てレースの延期、中止、取り止め、 

     およびレース距離の短縮、コースの変更等を決定することができる。 

 

第 33条 大会役員の責任 
     参加者、ライダーおよびピットクルーは大会役員が一切の損害補償の責任を免ぜられていることを知っていなければ 

     ならない。すなわち、大会役員は職務に最善を尽くすことは勿論であるが、万が一その行為によって起きた参加者、 

     ライダー、ピット要員、および競技車両の損害に対して大会役員は一切の補償責任のないことをいう。 

第 34条 本規則の解釈 
     本規則および本競技会に関する公式通知や諸規則の解釈について疑義がある場合、参加者は文書によって質疑 

     申し立てができる。質疑に対する解答は、大会審査委員会の解釈または決定を最終的なものとして関係当事者に 

     口頭で通告される。 

 
第 35条 公式通知の発行 
    本規則に記載されていない競技運営上の細則や、参加者に対する指示、本規則発表後に生じた必要指示事項は、 

    公式通知によって示される。公式通知は、以下のいずれかの方法によって参加者に通告される。 

①  公式電子掲示版に掲載される。 

②  参加者の住所に郵送される。 

③  大会事務局にて配布される。 

④  ライダーズブリーフィングで配布される。 

⑤  緊急の場合は場内放送で伝達される。 

以上のいずれかの方法によって参加者に通告される。 

 

第 36条 本規則の施行 
    本規則は当該大会の参加申込受付開始と同時に有効となる。 

以上 
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